
事業費補助金調査票（表）

会計 款 項 目

01 03 02 04 20 － 01

　認可外保育施設の通所児の保護者に対し、認可外 【補助対象者】

保育施設利用者補助金を交付することにより、保護者 成田市に居住し、認可外保育施設指導監督基準を

の負担軽減を図り、もって児童の福祉の増進に資する 満たす旨の証明書の交付を受けた施設に通所する

ことを目的とする。 児童のうち、保育の必要性が認められる児童の保

護者。

【補助対象経費】

認可外保育施設に支払った利用料

【補助率】

補助対象経費から、その児童が認可保育園等に通

園したと仮定した場合の保育料の額を引いた額の

1/2。

24 年度 ただし、所得等に応じて、650円～22,000円の上限。

（市） 成田市認可外保育施設利用者補助金交付規則

【国県等の補助率】

市単独補助事業のため、国県等の補助なし

【近隣自治体の補助率】

・佐倉市：認可保育園等に通園した場合との差額　

（上限68,000円）

・船橋市：認可外保育施設に支払った利用料

（上限30,000円）

3 成果指標：補助対象者数

（単位：人）

科 目 ・ 事 業 コ ー ド
事業 R4 予 算 額 272 千円

R3 決 算 額 245 千円
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市単 H30 決 算 額 0

令和 年度決算額等

補 助 金 名 認可外保育施設利用者補助金

担 当 課 健康こども部　保育課 R5実施計画額 272 千円

千円

補 助 の 種 類 事業 H29 決 算 額 687 千円

事 業 名 認可外保育施設利用者補助事業 R2 決 算 額 79 千円

新 規 ・ 継 続 の 別 継続 R1 決 算 額 0 千円

補 助 ・ 単 独 の 別

自己負担 809 76.8%

決

算

内

訳

（単位：千円）
成

果

指
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金　額 件　数 割合

全体事業費

0.0%

平成

うち県補助 0 0.0% 令和元年度 0

2

うち国補助 0 1

1,054 年　度 数　値

うち市補助金 245 2 23.2% 令和3年度

1



事業費補助金調査票（裏）

最
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成田市補助金等交付規則運用方針第10条各号に掲げる経費に
ついては、補助対象外としている
(補助対象外経費)
・補助事業等に直接関わりのない人件費に係る経費
・慶弔費及び交際費に係る経費
・懇親会及び飲食に係る経費
・慰労を目的とした旅費に係る経費
・入場料等受益者負担で賄うべき経費
・団体の資産形成（積立金等）につながる経費
・その他補助することが適当でないと認められる経費

はい

維持継続

　本事業は、保護者の負担軽減のため、認可外保育施設に通園する保育の必要がある児童の保護者に対し、認可
保育園等に通園したと仮定した場合の保育料を超えた額の1/2を補助するものであり、近年は対象施設が増加して
いる。
　市内で待機児童が発生しており、やむを得ず認可外保育施設を利用する場合が想定されることから、今後も継続
して補助事業を実施する。

公
益
性

補助事業の趣旨・目的が公益性のあ
る事業に該当する

エ．その他市民の利益に寄与することができる事業 に該当

市の総合計画に合致する
成田市総合計画の基本施策である「安定した子育てを支える基盤を整える」
に合致する。

項目 担当課確認欄

妥
当
性

特定財源控除後の補助率は1/2以下
である

はい 　補助を実施していない自治体も多くあり、補助水準としては
高いが、保育を必要とする保護者に適正な料金で保育を提
供するため、やむを得ず認可外保育施設を利用している保
護者の経済的負担を軽減することは必要である。

近隣自治体と比較した本市の補助水
準

高い

必
要
性

補助事業の趣旨・目的が社会経済情
勢や市民ニーズに適合する

はい
　やむを得ず認可外保育施設を利用している保護者の経済的負担
を軽減することにより、保育を必要とする保護者に適正な料金で保
育を提供することができることから、市民ニーズに適合する。

類似の補助事業はない はい

有
効
性

補助金を交付することによる効果を
明確に示す成果指標はあるか

はい
補助対象者数
R1年度：0件　R2年度：1件　R3年度：2件

補助金額に見合う効果があると認め
られるか

はい
 認可保育所と同等のサービスを提供している施設に入所している児童の
保育料を補助することで、認可外保育施設へ通所せざるを得ない保護者の
負担軽減につながっており、目的に見合った効果がある。

明
確
性

個別の規則が整備されている はい

個別の要綱等が整備されている
※規則が整備されていない場合

－

要綱等に補助事業の趣旨・目的、対
象者、対象経費、算定基準が明記さ
れている

－

成田市補助金等交付規則に基づき
適正に交付している

－
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